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4.7 不明点の計算（図 4.1-1作業フロー⑧） 

不明点は現地で直接測量して座標値を修正することができない。「4.6 座標計算・任意座標

区間の点検」において確認した不動点の座標を固定して不明点を境界測量時の観測距離・夾

角により再計算し、公共座標に再現した。 

不明点の計算を行うためには、図 4.7-1①で示すように連続する不動点を起点側と終点側

で確認し、角度の補正を行う結合多角方式で計算を行う。但し、図 4.7-1②のように不動点

が連続しない場合は、林野庁測定規程 89 条に基づいて、起点の角のみで補正を行うことが

できる。図 4.6-1③の 168 は、末端の点であり、隣接する一方向 167-2 とは点検距離しか確

認ができないため、168～166-2 の区間はこの場合に該当する。計算方法の模式図と計算書

を図 4.7-2、図 4.7-3 に示す。 

 なお、不動点が両端にある場合は、2 点固定によるヘルマート変換（※11）で計算する方

法もある（図 4.7-1③）。図 4.7-1 で②の計算では不動点間の角度の補正が行われないため、

相似形である③の結果とほぼ等しい値となる。 

 

※11 縮率と平行移動による座標変換。計算前後の形状が相似形になる。 

 

今回の計測範囲では、図 4.7-1 で③に該当する個所はなかったが①・②の状態でも③のヘ

ルマート変換で計算することができる。古い測量成果はコンパスで観測されている場合が

あり角度の精度が TS ほど良くない。そのため結合多角方式では計算結果で精度が悪くなる

場合があるが、ヘルマート変換では測角の影響がないため有効である。また、結合多角方式

による計算では、角度・距離から座標の補正を行うため計算時間がかかるが、ヘルマート変

換では座標の補正のみで、結合多角計算の 2/3 程度に短縮できるので作業効率も良い。今回

の個所であれば結合多角方式による計算に 60 分かかったところ、ヘルマート変換では 40 分

となった。 

ヘルマート変換による計算方法は、林野庁測定規程には提示されていない方法であるが、

用地測量では一般的に使用されている方法である（公共測量作業規程の準則-解説と運用 

第 600 条の解説）ので、試算を行った。図 4.6-1 中の 164-2・165 について結合多角方式に

よる計算書とヘルマート変換での計算書を図 4.7-4、図 4.7-5 に示す。各計算結果の座標差

は数 mm の差で、計算方法による大きな違いは見られなかった（表 4.7-1）。 
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図 4.7-1 境界点（不明点）の計算方法 
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図 4.7-2 166-2～168 の計算-結合多角方式の模式図 

 

 

 

図 4.7-3 166-2～168-結合多角方式による計算 
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図 4.7-4 結合多角計算書 

 

 

 

 

図 4.7-5 ヘルマート変換計算書 
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表 4.7-1 ヘルマート変換と結合多角計算の較差  

 

※12 伸縮率：ヘルマート変換における変換前後の図形の大きさの比率 

※13 結合比：結合多角計算における、結合差と観測距離（路線長）の比率 
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4.8 公共座標区間の点検と座標計算（図 4.1-1作業フロー⑨⑩） 

任意座標区間とつながる公共座標区間（北側・南側）について、中部森林管理局のデータ

である日本測地系の座標値は、世界測地系への変換を行っている。この座標値を今回の

GNSS による計測値と、比較・点検を行った（図 4.8-1）。 

北側の地区、南側の地区は今回計測した座標値 0.6～0.8 m 程の位置誤差があった。これ

は、地籍測量：山地（乙 2）の許容範囲（公差）1.5 m を満たす値である。移動ベクトルの

方向は、北側で北西、南側では南西方向であり、結果的に南北で約 0.6 m の距離の差が生じ

ている。北側地区と南側地区は任意座標区間を挟んで異なる測系であり、それぞれの測系で

の計測誤差で生じた較差が、今回の計測で生じた約 0.6 m の主な原因と考えられる。（誤差

の原因として、今回の計測における誤差が考えられるが、2 級図根点の標準偏差 9 mm、4 級

図根点の結合差は 23 mm であり、誤差の原因としては小さいと考えられる。） 

北側地区の 3 点は、点間距離は 1/1000 以内だが夾角は 3 分を超過している。較差のベク

トルの方向はほぼ同じであるが、境界点 168 のみが 0.08 m 程短いため夾角に影響が出てい

る（ベクトルの差 0.084 m・点間距離 26.591 m→角度差 10’52”になり夾角の差 11’00”とほぼ

同じ値になる）。このことから境界点 169、169-1 を不動点とした。 

南側地区は夾角の点検はできないが、較差のベクトルは 2 点ともほぼ同じ方向で点間距

離は 1/1000 以内であることから、境界点 160、159 を不動点とした。 

試みに、境界測量の計測時の角度と距離を使い、中部森林管理局の公共座標を既知点とす

る結合多角方式で再計算を行ったが、結合比 1/110 結合差 3.736ｍと許容値を大幅に超

過した（図 4.8-2、図 4.8-3）。また、今回 GNSS で計測した座標を固定点として同様の計算

を試みたが、結合比 1/152 結合差 3.990 m となった（図 4.8-4）。測系の境での観測値が

影響しているものと考えられる。 

境界点の不明点個所で直接距離・角度が計測できていない個所がある場合は、結合多角方

式による再計算よりもヘルマート変換による計算が有効である。従って、北側と南側の不動

点 2 点を固定したヘルマート変換で公共座標（世界測地系 測地成果 2011）求めることと

した（図 4.8-5、図 4.8-6）。計算結果の伸縮率：0.99795（1/488）であった。 
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図 4.8-1 公共座標区間の点検  
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図 4.8-2 任意座標区間の公共座標（中部局）による再計算（試算）
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図 4.8-3 結合多角測量の計算書 




